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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　企業規模で部品在庫を管理する方法であって、
　ａ．各々が少なくとも１つの製造工程のサポートに用いられる部品又は工具からなる複
数の部品を識別するステップと、
　ｂ．前記部品の少なくとも１つの在庫保管庫を維持管理するステップと、
　ｃ．前記部品の各々について企業規模で需要計画を計算するステップと、
　ｄ．前記在庫保管庫において維持管理される前記部品の個数を、前記需要計画に基づい
て調整するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記需要計画を計算するステップは、製造工程の部品表の変更により開始されるトリガ
に応答するステップを含む、ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トリガは工程からの部品の削除により開始され、前記需要計画は前記部品の残りの
在庫を使い切るように計算される、ことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記トリガは以前使用していない部品の追加により開始され、前記需要計画は前記部品
の最初の在庫レベルを準備するように計算され、その結果、以前使用した部品のサービス
の有効日以降の需要を満たすために前記予備部品が入手可能となるようにする、ことを特
徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの在庫保管庫を維持管理するステップは、中央保管庫に複数の部品
を保管するステップを含み、前記需要計画を計算するステップは、前記部品のリードタイ
ムを含む以前の需要の統計的な分析に基づいて、前記部品の安全在庫レベルを決定するス
テップを含む、ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記部品の履歴を追跡するステップをさらに含み、該履歴は前記需要計画の計算時に利
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用される、ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記需要計画の計算時に利用される前記履歴は、前記部品の故障頻度を含む、ことを特
徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記履歴を追跡するステップは、前記部品の少なくとも１つの個々の例の記録を維持管
理するステップを含む、ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記維持管理される記録は、前記部品の前記個々の例についての修理履歴を含む、こと
を特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記維持管理される記録は、前記部品の前記個々の例の物理的所在位置を含む、ことを
特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記追跡ステップは、前記部品の前記個々の例に関連する少なくとも１つのＲＦＩＤ装
置をスキャンするステップを含む、ことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　結果として生じる捲き数比は、例えば２．５よりも大きいように、１よりも大きい、こ
とを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　ａ．部品に関連する少なくとも１つの識別装置をモニタするステップと、
　ｂ．前記モニタステップに応答して、前記部品の物理的所在位置を判定するステップと
、
　ｃ．前記部品の前記所在位置に基づいて、前記部品の在庫データを調整するステップと
、を含むことを特徴とする請求項１、２、３、４又は５に記載の方法。
【請求項１４】
　前記モニタステップは、製造工程において使用中の部品に関連するＲＦＩＤタグをスキ
ャンするステップを含む、ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記モニタステップは、複数の保管された部品に関連するＲＦＩＤタグをスキャンする
ステップを含む、ことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　企業規模で部品在庫を管理する方法であって、
　ａ．各々が少なくとも１つの製造工程のサポートに用いられる部品又は工具からなる複
数の部品を識別するステップと、
　ｂ．個々の部品についての保証データを維持管理するステップと、
　ｃ．前記部品の履歴と前記保証データとを含む、部品の状態に基づく部品データを評価
するステップと、
　ｄ．個々の部品についての前記保証データに従って修理を行うステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記識別ステップは、前記部品に関連する少なくとも１つの識別装置をモニタするステ
ップを含む、ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記識別装置は、無線周波数信号を放出するスマートタグを備え、前記識別ステップは
、前記放出される無線周波数信号をスキャニング装置から受信するステップを備える、こ
とを特徴とする請求項１７に記載の方法。
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